


まいこさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

まいど博士
は か せ

の知って
し  

おきたい医療
いりょう

制度
せ い ど

 

～医療費
いりょうひ

助成費
じょせいひ

の自動
じどう

償 還
しょうかん

が始まり
はじ   

ました～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうじゃ、まいこさん。それが平成
へいせい

３１年
  ね ん

４月
  がつ

診療分
しんりょうぶん

から、一度
い ち ど

手続き
て つ づ  

す

ればその後
  ご

は手続き
て つ づ  

なしに自動
じ ど う

で払い戻し
は ら  も ど  

ができるようになったんじゃ。 

～自動
じ ど う

償還
しょうかん

を開始
か い し

するには？～ 

府外
ふ が い

で受診
じゅしん

や限度
げ ん ど

額
がく

を超えた
こ   

場合
ば あ い

などの医療費
いりょうひ

の払い戻し
は ら  も ど  

申請
しんせい

があると

きに使用
し よ う

する「大阪市
おおさかし

医療
いりょう

助成費
じょせいひ

支給
しきゅう

申請書
しんせいしょ

」に必要
ひつよう

事項
じ こ う

を記入
きにゅう

し

押印し
おういん  

提出
ていしゅつ

することで、自動
じ ど う

償還
しょうかん

の対象
たいしょう

となります。 

《必要
ひつよう

なもの》 

・大阪市
おおさかし

医療費
いりょうひ

助成費
じょせいひ

支給
しきゅう

申請書
しんせいしょ

(自動
じ ど う

償還
しょうかん

についての記載
き さ い

があるもの) 

・病院
びょういん

、薬局
やっきょく

の領 収 書
りょうしゅうしょ

原本
げんぽん

 

・預金
よ き ん

通帳
つうちょう

の写し
う つ  

など、振り込み先
ふ  こ  さ き

が確認
かくにん

できるもの。 

 

まいど博士
は か せ

、医療費
いりょうひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

は平成
へいせい

30年
ねん

4月
がつ

にかわって、上限
じょうげん

額
がく

を超えた
こ   

医療費
いりょうひ

は毎月
まいつき

償還
しょうかん

事務
じ む

センターで払い戻し
は ら  も ど  

申請
しんせい

してましたよね？ 

 

◎次
つぎ

の場合
ば あ い

は自動
じ ど う

償還
しょうかん

の対象
たいしょう

となりませんのでご注意
 ちゅうい

ください 

大阪府
おおさかふ

以外
い が い

の医療
いりょう

機関
き か ん

を受診
じゅしん

したとき。 

・医療証
いりょうしょう

の申請中
しんせいちゅう

に医療証
いりょうしょう

を使わず
つ か   

に受診
じゅしん

して自己
じ こ

負担
ふ た ん

で支払って
し は ら   

いるとき。 

・急 病
きゅうびょう

や旅行先
りょこうさき

で医療証
いりょうしょう

を使わず
つ か   

受診
じゅしん

したとき。 

・治療上
ちりょうじょう

に必要
ひつよう

な補
ほ

装具
そ う ぐ

、治療用
ちりょうよう

メガネの費用
ひ よ う

を払った
は ら   

ときの補
ほ

装具
そ う ぐ

やメガネ代
    だ い

。 

・医療
いりょう

機関
き か ん

からのレセプト請求
せいきゅう

の遅れ
お く  

や請求
せいきゅう

等
とう

の誤り
あやま 

があった場合
ば あ い

。 

⇒これらの場合
ば あ い

は償還
しょうかん

事務
じ む

センターへ払い戻し
は ら  も ど  

申請
しんせい

をしてください。 

書類
しょるい

の送付先
そうふさき

・問い合わせ先
と  あ   さ き

 

大阪市
おおさかし

医療費
いりょうひ

助成費
じょせいひ

償還
しょうかん

事務
じ む

センター 

住所
じゅうしょ

：〒530-0035 大阪市北区
おおさかしきたく

同心
どうしん

1－5－27 大阪市北区
おおさかしきたく

北総合
きたそうごう

福祉
ふ く し

センター3階
かい

 

電話番号
でんわばんごう

：06-6351-8200   ファックス：06-6351-8220 



 

自動償還に同意しません

　　　　　平成３１年３月作成

自動償還に同意されない場合は、右欄に☑してください。

平成

帳票出力確認

備考欄

円

高額療養費 その他

不支給

円

食事
（単価×回数）

（二）

円

審
査
欄

受付印欄

※申請者と口座名義(カナ)は同一人となるようにご記入ください。なお、成年後見人による申請の場合は、被成年後見人氏名の入った口座名義をご記入ください。

領収書確認

自動償還の有無

支給 入力確認

　　×　　＝
円 円

記入内容確認欄 帳票出力確認欄

記入内容確認

円

大阪市処理欄（以下記入不要）

領収書確認欄 支給区分決定欄 システム入力確認欄

受付番号

金
額
内
訳

保険者決定額
（イ）

控除額（ロ）
一部自己負担額

（ハ）
差引支給決定額

（イ）-（ロ）-（ハ）＋（二）保険者負担額 附加給付金

円

貯蓄預金

ウ
　 普通預金 　 当座預金

ロ
種目（該当するものを選択☑してください。）

口座名義(カナ)  ※姓と名の間はスペースを空けてください。

オ オ サ カ タ

大阪 中之島
口座番号（ゆうちょ銀行の方はこちらへ右詰めで記入してください。）

－

1 2 3 4 5

同一診療月に支払った一部自己負担額の合計が限度額を超えたため

円 　 入院時の食事代

上記の医療助成費の支給決定額を下記の口座に口座振替されるよう依頼します。

口
座
振
替
依
頼
欄

銀行

信用金庫

信用組合

支店

口座番号（右詰めで記入してください。）

） 枚

　 大阪府外で受診のため

申請金額
（保険適用分）

※保険適用金額－医療助成の自己負担額を記入

　 その他（急病等）

5,000
　

医療機関名
〇〇病院

申請理由（該当するものを選択☑してください。）

　 医療費の全額（１０割）を負担したため

　 医療証の申請期間中のため
領収書枚数 （ 1

5 6 7
明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・

30 年 1 月 29
生年月日 受給者番号 1 2 3 4

日

4 0 1 5
氏　名 大阪　太郎

※受給者が未成年者の場合には親権者又は未成年後見人、被成年後見人の場合には成年後見人による申請もできます。（例：大阪太郎　親権者 大阪花子）
※申請者が成年後見人の場合は、登記事項証明書等の書類（コピー）を添付してください。

受診者

（ﾌﾘｶﾞﾅ） オオサカ　タロウ

医療証

公費負担者番号 8 0 2 7

-

氏　名 大阪　太郎 ＦＡＸ番号 - -

申 請 日 年

（ﾌﾘｶﾞﾅ）
電話番号 -

印

月8 2 日

大阪市 北 区 中之島１－３－２０

1

住所

〒 5 3 0 － 0

月分）
（提出先）大阪市長

　次のとおり療養に要した費用の支給を明細書・領収書を添えて申請します。また支給の決定に際し、医療機関・保険者・他の公費制度を

所管する公的機関に必要な公簿を照会・閲覧されることに同意します。また、本申請が受け付けられた月以降は、限度額超過分について、

申請者　(こども医療費助成の場合、独立しているこども以外は生計中心者である保護者が申請者になります。)

※同意される場合は、記載する必要はありません。

大阪市医療助成費支給申請書 31 年 4

※以下、太線の枠内のみ楷書で丁寧にご記入ください。

大阪市医療助成費支給申請書による払い戻しの手続きなく、自動的に支給額を算出・口座振替されること（自動償還）に同意します。

( 平成

必ず鮮明に押印してください。(朱肉を使うもの)

※スタンプ印・ゴム印負荷

✓

✔
自動償還を希望されない場

合は☑いれてください。










